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勧告に係る措置状況 

 

 勧告事項 勧告事項に係る措置状況 

１ ①社員への説明責任の遂行 

社員に対して、本件勧告文（求める措置の

根拠となる事実（別紙①）、会長メッセージ（別

紙②）及び本件事案の全体像（別紙③）を含

む。）を配付した上で、勧告に対して行う措置

について理事会において検討した内容を説明

すること。 

 令和6年11月18日に提出した、「行政指

導中止申出書」に記載の通り、奈良県行政手

続条例第35条1項及び2項の規定に基づき、

当該行政指導の中止その他必要な措置をとる

よう求めていたところ、同年12月6日付回答

書において、公益認定法第28条第1項に規定

する要件に該当しない、との回答がありまし

た。 

 しかし、その内容の根拠が全く明らかでな

いため、その説明を求めています。場合によ

っては、再度、中止の申出を行うことになり

ます。 

社員への意見聴取を実施するなど社員個々

の意見を聞くこと。 

同上 

２ ②理事会による責任ある法人運営の確立 

理事会による責任ある法人運営の確立の

ため、理事会への正副会長会議の審議内容の

報告体制を確立させるとともに、正副会長会

議に業務執行権限を帰属させている「理事の

職務権限規程」を是正すること。 

 令和6年11月5日の理事会において、職務

権限規程を改正いたしました。 

 第5条第5項で、「会長は、特段の事情が

ないかぎり、正副会長会議においてされた議

論の概要を、その後に開催される直近の理事

会において報告する。」と、正副会長会議の

審議内容の報告体制を定めました。 

 その他、第5条1～3項を改正いたしました。 

（参考資料① 職務権限規程、参考資料② 

職務権限規程新旧対照表） 

理事会による事務局の事務執行を常時、適

正かつ責任をもって監視監督する仕組みを講

じること。 

 事務局の事務執行の監視監督する仕組みに

ついては、令和5年8月22日に作成した「事

務決済規程」により、すでに整っていると考

えます。 

 また、各種委員会、正副会長会議、理事会

の準備は、各委員や理事・監事と密接に連携

し、コミュニケーションを取りながら進めて
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おり、事務局の事務執行を常時監視監督する

仕組みが日常的にできております。 

（参考資料③ 事務決済規程） 

３ ③監事機能の適正化 

専門性を有するなど、理事の職務執行を適

正に監査することができる監事の任命又は専

門的知識を得るための研修を受けるなど同等

の措置を講じること。 

令和6年12月10日に行った研修に、監事

も参加し、または後日動画を視聴しました。 

なお、公益認定法の改正に伴い、令和７年

の役員改選時に、専門的知識を有する外部監

事に就任いただけるよう、定款・諸規程の変

更を検討し、外部監事の就任に向けて準備し

ております。 

４ ④全役員（理事及び監事）に対するコンプラ

イアンス研修及び職務内容研修の実施 

全役員に対し、研修を速やかに実施するこ

と。 

 令和6年12月10日に、全役員（理事及び

監事）を対象とした研修を行いました。 

 今回の勧告までの経緯と関連する書類一式

を専門家に提示し、説明を行ったうえで、「公

益法人のガバナンス強化に向けた理事・監事

の責任と意識」というテーマで研修を依頼し

ました。 

 当日参加できなかった役員には、後日、動

画を視聴できるように準備し、案内いたしま

した。 

（参考資料④ コンプライアンス研修資料） 

５ ⑤講ずべき措置の検討体制 

措置の公平性及び公正性を確保するため、

平成２９年３月及び平成３１年３月の正副会

長会議に関係した当時の正副会長及び事務局

長を措置の検討に参画させないこと。 

 

令和6年11月18日に提出した、「行政指

導中止申出書」に記載の通り、奈良県行政手

続条例第35条1項及び2項の規定に基づき、

当該行政指導の中止その他必要な措置をとる

よう求めていたところ、同年12月6日付回答

書において、公益認定法第28条第1項に規定

する要件に該当しない、との回答がありまし

た。 

 しかし、その内容の根拠が全く明らかで

ないため、その説明を求めています。場合に

よっては、再度、中止の申出を行うことにな

ります。 

 

 

 

 

 


